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第1条 名称、所在地 

本スタジオは『HALVES YOGA STUDIO』（以下、本スタジオという）と称し、株式会社halves81（以下、当社という）が事業

主体となり管理・運営をします。＜所在地＞〒183-0023 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階 

 

第2条 会員資格 

本スタジオの入会資格は、以下の通りとします。 

1. 本会員規約及びその他会則（以下、本規約という）を遵守できる方 

2. 18歳未満の場合には親権者の同意がある方 

3. 伝染病・精神病及びこれに類する疾病のない方 

4. 医師から運動を禁止されていない方 

5. 反社会勢力ではない方  

6. 当社が審査を行い、適正と認めた方 

 

第3条 入会契約の締結 

1. 本スタジオは会員制となり、本スタジオに入会しようとする方は、重要事項説明書及び本規約を承諾の上、入会契約

（以下、本契約という）を締結しなければなりません。 

3. 本契約の締結は、WEB申込にて行うものとし、本スクールへ入会金及び事務手数料、初回二か月分を納入した時点

で正式な契約の締結となります。 

4. 18歳未満の親権者は契約時に入会同意書を提出するものとし、重要事項説明書及び本規約に基づく責任を本人と連

帯して負うものとします。 

5. 本契約締結後にプラン契約を有効とし、別途定める利用開始日から利用できるものとします。 

6. 一旦納入された入会金等の諸費用は、理由如何にかかわらず返還いたしません。 

 

第4条 WEB会員証 

本スタジオは、本契約締結後にマイページ上にチェックイン用のQRコードを交付するものとし、以下のように取り扱いま

す。 

1. レッスン開始前にQRコードのチェックインをしてください。 

2. 本人のみが使用し、他人に譲渡・貸与することはできません。 

 

第5条 月会費 

1. 会員は予め選択したプランの月会費を所定の方法により納入するものとします。 

2. 一旦納入された月会費は、理由の如何に関わらず返還いたしません。 

3. 月会費等が社会・経済情勢の変動により不相当なものとなった場合、本スタジオは金額を改定することができるものと

します。 

 

第6条 月会費の納入方法 

1. 三ヶ月目以降の月会費の納入方法は、クレジットカード決済とし、毎月20日に翌月分の月会費が決済されます。 

 

第7条 休会 

1. 休会を希望する場合は、休会開始希望月の前月10日までに、会員自らマイページ上で手続きをおこなうものとしま

す。 

2. 休会手数料は、1,100円とします。 

 

第8条 プラン変更 

1. 会員は氏名・住所・連絡先などの申込時の入力事項に変更があった場合には、速やかに情報の変更をするものとしま

す。 

2. プランの変更を希望する場合は、プラン変更希望月の前月10日までに、会員自らマイページ上で手続きをおこなうも

のとします。 
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第9条 退会 

１. 会員が本契約を解除（以下、退会という）しようとするときは、退会希望月の前月10日までに会員自らマイページ上で

手続きをおこなうものとします。 

2．月会費の未納がある場合、退会届を受理出来ません。全て完納の上、退会手続きを行ってください。又、途中退会を

した場合でも月謝の返還は出来ません。 

 

第10条 体験レッスン及びビジター 

1.本スタジオは、会員以外でも体験レッスン及びビジターにて本施設を利用することができます。 

2.受講者は、会員と同様に、本規約を遵守するものとします。 

 

第11条 免責 

1. 会員が本スタジオ諸設備の利用中に発生した盗難・死亡・障害・その他の事故について、当社はその損害賠償の責を

一切負わないものとします。 

2. 本スタジオ及び本スタジオに関連するイベントで撮影された映像及び写真などの著作物は、本スタジオに帰属し、本ス

タジオウェブサイト、SNS、紙媒体などに掲載を行う事があります。事前に肖像の撮影掲載不可の申告がない限り、本スク

ールは会員の在籍の有無を問わずに著作物を使用できるものとします。 

 

第12条 損害賠償責任 

会員及び同伴者が自己の責に帰すべき事由により、本スタジオまたは第三者に損害を与えた場合には、その賠償責任を

負うものとします。 

 

第13条 一時休業及び閉鎖 

本スタジオは次の場合、本スタジオを一時休業、もしくは閉鎖し、すべての会員の契約を停止もしくは解除することがで

き、その際に会員は損害賠償等の異議の申し立てはできないものとします。 

１. 法令の制定、改正または行政指導により、本スタジオの営業が不可能または著しく困難になったとき。 

2. 著しい社会・経済情勢の変動、天災災害、その他やむを得ない事由により本スタジオの営業が不可能または著しく困

難になったとき。 

 

第14条 月会費滞納による利用停止及び除籍処分 

月会費を納入せず、滞納状態となった場合、下記の処分を行うものとします。 

1. 会員が月会費を合計二ヶ月分滞納し、期限を定めた督促にも応じない場合、会員資格の一時停止処分（以下、利用

停止という）となります。 

2. 利用停止日から一ヶ月以内に滞納した月会費を支払いが完了しない場合、会員資格が消失する除籍処分となりま

す。 

3. 除籍処分後も月会費の支払いがされない場合は、裁判所を通じて支払いの請求を行うものとします。 

 

第15条 その他、除籍処分 

本スタジオの店舗責任者が次の各項に該当すると認めた場合は、除籍処分にする事ができるものとします。 

1. 本規約に違反し、注意を聞き入れない場合。 

2. 入会申込時に虚偽の申告をした場合。 

3. 本スタジオの名誉を傷つける行為、及び秩序を乱す行為。 

4. その他本スタジオが除籍を相当と認めた場合。 

 

第16条 その他会則 

本規約に定めない事項並びに運営上必要な事項については、その他会則に定めます。 

 

第17条 改定 

本規約の改定は本スタジオが行い、その効力はすべての会員に及ぶものとします。 

 

本会員規約は2023年10月27日から有効となります。 


